
◎官民データ活用推進基本法 
（平成二八年一二月一四日法律第一〇三号）（衆）   

一、提案理由（平成二八年一一月二九日・衆議院本会議） 

○秋元司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御

説明申し上げます。 

 本案は、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、官

民データ活用の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、並びに官民デ

ータ活用推進基本計画の策定その他官民データ活用の推進に関する施策の基本となる事

項を定めるとともに、官民データ活用推進戦略会議を設置するものであります。 

 本案は、去る二十五日、内閣委員会において、賛成多数をもって委員会提出の法律案

とすることに決したものであります。 

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、参議院内閣委員長報告（平成二八年一二月七日） 

○難波奨二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多

様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展へ

の対応等の我が国が直面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要で

あることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策を総合的かつ

効果的に推進するため、官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関し、基本理念を

定め、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、並びに官民データ活用推進基

本計画の策定その他官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の基本とな

る事項を定めるとともに、官民データ活用推進戦略会議を設置しようとするものであり

ます。 

 委員会におきましては、個人情報等の利用に係る民間事業者の対応及びプライバシー

侵害の懸念等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いま

す。 

 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より反対、希望の会

（自由・社民）の山本委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


